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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　2020年11月９日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号

及び第８号の２の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、特定子会社の異動の年月日が確定したため、金

融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、2021年４月７日に本臨時報告書の訂正報告書を提出いたしましたが、

2021年９月28日に子会社取得の対価の額が確定したことから、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨

時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

　訂正箇所には下線を付しております。

 

１．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

(5）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額（注）

　　（訂正前）

ＵＤ社の普通株式（概算額） 59,977百万円

アドバイザリー費用等（概算額） 1,534百万円

合計（概算額） 61,511百万円

 

（注）１．子会社取得の対価の額につきましては、2019年12月末の対象会社の財務数値に基づいて算出したもの

になります。最終的な子会社取得の対価の額は取得完了時点での財務数値に基づいて決定することと

しています。

なお、当該株式譲渡契約には、事業計画の達成度合いに応じて15,000百万円を上限とする条件付取得

対価に関する合意が含まれていますが、上記の取得対価の額には、その対価の額が含まれていませ

ん。

２．2019年12月末において、ＵＤ社及びその傘下の子会社は、AB Volvo社のグループ会社から222,720百

万円を借入れており、取得完了時点での当該借入額については当社が代位弁済することとしていま

す。（AB Volvo社への支払額（概算額）は、（注）１．に記載の条件付取得対価を除き、282,697百

万円となります。）

３．子会社取得の対価及び代位弁済の額は、主に銀行借入にて充当する予定です。

なお、2020年10月30日開催の取締役会において、ブリッジローンとして最大280,000百万円の借入枠

の設定を決議しています。

 

　　（訂正後）

ＵＤ社の普通株式 56,898百万円

アドバイザリー費用等 1,810百万円

合計 58,709百万円

 

（注）１．子会社取得の対価の額につきましては、2021年３月末の対象会社の財務数値に基づいて算出していま

す。

なお、当該株式譲渡契約には、事業計画の達成度合いに応じて15,000百万円を上限とする条件付取得

対価に関する合意が含まれていますが、上記の取得対価の額には、その対価の額が含まれていませ

ん。

２．2021年３月末において、ＵＤ社及びその傘下の子会社は、AB Volvo社のグループ会社から261,534百

万円を借入れており、取得完了時点での当該借入額については当社が代位弁済しています。（AB

Volvo社への支払額は、（注）１．に記載の条件付取得対価を除き、318,432百万円となります。）

 

以　上
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